
ご
存
じ
で
す
か

　
こ
ん
な
サ
ー
ビ
ス

【休日窓口受付】

【電話予約】

【電子申請】

【証明書自動交付機】

【証明書コンビニ交付】

【サテライトオフィス】

　次の時間帯に、市民サービス課で窓口業務を行っています。
受 付 日　毎月第１・３日曜日
受付時間　午後１時～５時
取扱業務　①証明書の交付（住民票の写し、住民票記載事項

証明書、印鑑登録証明書、戸籍全部事項証明書
（謄本）、戸籍個人事項証明書（抄本）、市県民税
所得証明書、市県民税課税証明書、軽自動車税
納税証明書（継続検査用）

②印鑑登録受付
③住民票の異動届受付
④住民基本台帳カード申請受付と交付のみ（即日
交付不可）

⑤自動車臨時運行許可
※戸籍の届出は、宿直で預かります

　

市
民
サ
ー
ビ
ス
課
で
は
、
平
日

業
務
以
外
に
、
次
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
通
常
業
務
と
は
異
な
り
、
一
部

取
り
扱
っ
て
い
な
い
証
明
書
・
業

務
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意

し
て
く
だ
さ
い

問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
235－

９
２
２
６
）

　インターネットで証明書交付申請を行い、
窓口などで、本人や世帯員の証明書を受け
取ることができます。
受取場所　市民サービス課、各支所、各総

合支所市民生活課　※時間外は
宿直での受け取りとなります

取扱証明書　住民票の写し、戸籍の附票の
写し、印鑑登録証明書

受取日時　平日…午前８時30分～午後７時
土・日曜日、祝日…午前９時～
午後５時

　住民基本台帳カードを利用し
て、証明書を証明書自動交付機
で取得することができます（サー
ビス利用申請者に限ります）。
設置場所　本庁舎本館１階ロビー、彦島支

所、川中支所
受付時間　午前８時30分～午後７時（第１

土曜日、年末年始、保守点検日
を除く）

取扱証明書　住民票の写し、印鑑登録証明書

　平成24年７月９日以降に発
行された住民基本台帳カード
を利用して、証明書をコンビニエンススト
アのマルチコピー機で取得することができ
ます（サービス利用申請者に限ります）。
利用店舗　全国のセブンイレブン、ローソン
（一部店舗及びローソンストア100を除く）、
サークルＫサンクス、ファミリーマート
受付時間　午前６時30分～午後11時

（年末年始、保守点検日を除く）
取扱証明書　住民票の写し、印鑑登録証明書

　時間外に、本人や世帯員の証明書を受け取ることができます。
申込日時　　平日の午前９時～午後４時
申 込 先　　市民サービス課、各支所、各総合支所市民生活

課（受取場所に申し込み）
※玄洋公民館での受け取りは彦島支所、長府東
公民館での受取は長府支所、吉母公民館での受
け取りは吉見支所に申し込み

受取日時　　①申込先の宿直での受け取り
　　　　　　申込日の午後５時15分～７時

土・日曜日、祝日（直前の開庁日に申し込み）の
午前９時～午後５時

　　　　　　②玄洋・長府東・吉母公民館での受け取り（月曜日休館）
申込日の翌日（日曜日、祝日、祝日の翌日の受け取
りは直前の開庁日に申し込み）の午前９時～午後５時

取扱証明書　住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登
録証明書

　市内２カ所に設置しているサテライトオフィ
スでも次の証明書の交付が受けられます。
取扱証明書 住民票の写し、住民票記載事項証明書、

印鑑登録証明書、市県民税所得証明書、市県民税
課税証明書、軽自動車税納税証明書（継続検査用）

●サテライトオフィス下関駅前
所 在 地　　ＪＲ下関駅ビル３階（ふくふくこども館内）
受付時間　　平日…午前10時～午後５時15分
 土・日曜日、祝日…正午～午後５時
閉 庁 日　　第１土曜日、年末年始、ふくふくこども館の休

館日（水曜日など）
●サテライトオフィス山の田
所 在 地　　北部公民館内
受付時間　　平日…午前９時～午後５時15分
　　　　　　土・日曜日、祝日…正午～午後５時
閉 庁 日　　第１土曜日、年末年始、北部公民館の休館日（月

曜日など）
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土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く

現
地
調
査
の
お
知
ら
せ

　

山
口
県
に
よ
る「
土
砂
災
害
警
戒
区

域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の

推
進
に
関
す
る
法
律（
土
砂
災
害
防
止

法
）」に
基
づ
い
た
土
砂
災
害
の
発
生
の

恐
れ
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
の
現
地
調

査
が
一
昨
年
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
実
施
中
の
豊
浦
町
・
豊
北
町
に

加
え
、
新
た
に
吉
母
地
区
、
吉
見
地
区
、

吉
田
地
区
で
実
施
さ
れ
ま
す
。
今
後
、

新
た
な
地
域
で
実
施
す
る
際
に
は
、
市

報
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

対
期
▽
市
内
全
域
＝
平
成
29
年
３
月（
終

了
予
定
）　
▽
菊
川
町
・
豊
田
町
＝
調
査

終
了（
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指

定
に
向
け
て
作
業
中
）　
▽
豊
浦
町
・
豊

北
町
＝
平
成
27
年
３
月（
終
了
予
定
）　

▽
吉
母
地
区
・
吉
見
地
区
・
吉
田
地
区

＝
４
月
〜
平
成
27
年
３
月（
終
了
予
定
）　

内
身
分
証
を
携
行
し
た
調
査
員
が
渓
流

や
住
宅
裏
の
急
斜
面
の
地
形
状
況
、
周

辺
の
土
地
利
用
状
況
な
ど
を
調
査
し
ま

す
。
※
簡
単
な
測
量
も
あ
り

問
防
災
安
全
課（
☎
231－

９
３
３
３
）

Ｐ
Ｍ
２
・
５
注
意
喚
起
情
報
の

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
の
お
知
ら
せ

　

Ｐ
Ｍ
２
・
５
に
関
す
る
注
意
喚
起
情

報
の
メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス
に
登
録
す

る
と
、
注
意
喚
起
を
実
施
・
解
除
し
た

と
き
に
メ
ー
ル
を
配
信
し
ま
す
。

▽
登
録
方
法
＝
Bpm

2.5jyohoym
g-

touroku@
m
br.nifty.com

に
、
空

メ
ー
ル（
件
名
・
本
文
不
要
）を
送
信

※
詳
細
は
山
口
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
山
口

県
Ｐ
Ｍ
２
・
５
情
報
メ
ー
ル
配
信
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
」で
確
認
を

問
環
境
政
策
課（
☎
252－

７
１
５
１
）

深
坂
自
然
の
森

園
内
一
方
通
行
に
関
し
て

　

イ
ベ
ン
ト
開
催
の
た
め
、
車
で
の
入

場
は
森
林
組
合
側
か
ら
の
一
方
通
行
に

な
り
ま
す
。
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
４
月
６
・
26
・
27
日　

午
前
８
時
〜

午
後
５
時

問
森
の
家
下
関（
☎
259－

８
５
５
５
）

関
釜
フ
ェ
リ
ー
の
窓
口
受
付
時
間

の
変
更
に
つ
い
て

　

４
月
１
日
か
ら
、
下
関
市
と
韓
国
・

釜
山
広
域
市
を
結
ぶ
関
釜
フ
ェ
リ
ー
の

旅
客
受
付
時
間
が
、
午
後
１
時
〜
７
時

に
変
更
さ
れ
ま
す（
変
更
前
は
午
前
10

時
30
分
〜
午
後
６
時
）。
詳
細
は
関
釜

フ
ェ
リ
ー（
☎
224－

３
０
０
２
）へ
。

問
港
湾
局
振
興
課（
☎
231－

１
２
７
７
）

４
月
の
献
血

●
３
日（
木
）＝
午
前
10
時
〜

午
後
０
時
30
分
、
午
後
１
時

30
分
〜
４
時
／
豊
北
保
健
福

祉
セ
ン
タ
ー

●
６
日（
日
）＝
午
前
10
時
〜
正
午
、
午

後
１
時
15
分
〜
４
時
／
ゆ
め
シ
テ
ィ

※
全
日
程
400
㍉
㍑
献
血
限
定

問
保
健
総
務
課（
☎
231－

１
４
２
６
）

４月１日から市の組織が一部変わりました
市の組織を改正し、各種業務の窓口が一部変わりました。　問行政管理課（☎231-1912）

● サテライトオフィスの移設
 所竹崎町四丁目３番３号
　サテライトオフィス（市民活動センター
内）を、ＪＲ下関駅ビル３階にサテライト
オフィス下関駅前として移設しました。
問市民サービス課（☎235-9226）

● 交通対策課の設置　所本庁舎本館
　ＪＲ、バスなどの公共交通対策、放置自転車などの対策、駐輪場の整備・管理
など総合的な交通対策を行うため、都市整備部内に交通対策課を設置しました。
問交通対策課（☎231-1909）

● 保健部の組織の見直し
　健康危機管理体制を強化するため、保健部の組織を見直しました。
組織の見直しに伴い、次の組織を廃止しました。

▽保健予防課、健康づくり課、保健所豊浦支所、同豊田分室
問保健総務課（☎231-1426）
※保健所豊浦支所、同豊田分室の業務は、引き続き保健医療課、生活衛
生課、成人保健課で行います。保健センターでは、申請手続き業務の一
部を行います。詳細は、各課に問い合わせてください
問保健医療課（☎231-1711）、生活衛生課（☎231-1540）、成人保健課（☎231-1446）
【保健部に置く課など】
◆保健総務課（旧・総務課） 所本庁舎本館
　健康づくり推進、献血推進、斎場・
墓地の管理の他、保健衛生行政の企画、
調整などを行います。
問保健総務課（☎231-1426）
◆保健センター
　市内８カ所（唐戸、新下関、山陽、彦
島、菊川、豊田、豊浦、豊北）に設置し、
乳幼児などの訪問、育児相談、健康相談、
各種健康教室などを行います。各保健
センターの電話番号は４㌻で確認を。
問保健総務課（☎231-1408）

● こども未来部の設置
　子どもの育成と子育て支援を行うため、
こども未来部を設置しました。
【こども未来部に置く課】 所本庁舎本館
◆こども育成課
　保育園・幼稚園業務や障害児福祉業務の他、
児童福祉行政の企画、調整などを行います。
問こども育成課（☎231-1722）
◆こども家庭課
　児童館、児童クラブ、児童手当、児童扶
養手当、乳幼児医療費助成、未熟児養育医
療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、ひ
とり親家庭など自立支援給付金、母子等福
祉資金貸付などを行います。
問こども家庭課（☎231-1353）
◆こども保健課
　母子の保健指導、保健相談、予防接種、
育成医療、小児慢性特定疾患、家庭児童相
談などを行います。
問こども保健課（☎231-1447）

◆保健医療課 所本庁舎本館
　夜間急病診療所、医事、
医療相談、薬事、結核予防、
感染症対策などを行います。
問保健医療課（☎231-1711）、
医療相談（☎231-1325）
◆成人保健課 所本庁舎本館
　難病対策、原爆被爆者援
護、精神保健相談、不妊治
療給付助成、各種健康診査
などを行います。
問成人保健課（☎231-1446）

平成26年４月号 20
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